
平成３０年度「グッ平成30年度「グッジョブおだわら」における上位賞の結果と取組内容

部門 取組名 担当課 取組の概要 取組の内容 取組の効果 賞

働
き
方
改
革

タスクボードの
活用による業務
進捗状況の可視
化について

生活支援
課

自身の業務を付箋
に記載。それをタ
スクボードに貼
り、業務の進捗状
況ごとに分類。朝
礼後に職員が集
い、業務の進捗状
況を報告し、可視
化。それにより、
業務遅延等をなく
す。

ダンボール等で作製した「タスクボード」と、業務内
容を記載するための「付箋」を準備。タスクボードの
縦軸は職員名ごと、横軸は業務進捗状況を分類するた
め「未着手」、「作業中」、「保留」、「遅延」、
「完了」の5列に分ける。職員は自身が抱えている業務
を付箋に記載し、横軸に記載した業務進捗状況の分類
中、該当する箇所に付箋を貼り付ける。付箋に記載す
る際、内容は5W1Hを用い、具体的に記載するととも
に、自身が抱える業務全てを隠匿せずに記載。また、
付箋に記載した業務状況に進捗があった際には、該当
する横軸の分類箇所に付箋を逐次移動する。このよう
にして可視化された各職員の業務進捗状況について、
毎朝の朝礼後に職員ごとに報告。課内で情報を共有
し、どの業務を優先して行うか、また他職員の手助け
が必要かどうかを判断。必要に応じて係長からの助
言、指示を仰ぐ。

・一部の職員への業務過多がなくなった。
・課内でCW30名にアンケートを実施した結果、全CWが「従
前より業務の進捗状況を共有できるようになった」「他職
員の業務のフォローをしやすくなった」と回答。また、約
80％のCWが「業務のフォローをしてもらうことで業務負担
感が減った」と回答。大部分の課内職員が効果を実感して
いる。
・タスクボードを見れば、職員ごとの業務進捗が一目でわ
かるようになり、進捗状況が芳しくない職員については、
状況をみて上司が適切な助言や指示を出せるようになり、
業務遅延がなくなった。
・処理が煩雑で難しい業務でも、状況を共有することで、
多角的な視点から助言をもらえるようになり、処理を後回
しにすることがなくなった。
・業務の状況を共有しているため、担当の職員がいなくて
も、保護利用者からの問い合わせに対応できることが多く
なった。

働き方
改革大

賞

働
き
方
改
革

「保護利用者向
け説明」の映像
化

生活支援
課

保護利用者向けの
制度説明の一部に
ついて、従前は利
用者と職員が対面
し、口頭説明を
行っていたが、そ
の説明を映像化し
てパソコン上で流
し、制度説明が行
えるようにした。

口頭で行っていた保護利用者向けの制度説明を、パ
ワーポイントで映像化し、初めて見る方でも抵抗がな
いように、イラスト付きで、要点を端的にまとめ、わ
かりやすく可視化。説明の音声については、事前に原
稿を作成し、それを読み上げ音声データとして保存。
当該音声データを専用のフリーソフトを使用して、先
に作成したパワーポイントのデータとマージさせ、映
像の進行と音声の進行が並行するよう編集する。完成
した「映像化データ」を、制度説明用のスタンドアロ
ンパソコンに移行。利用者が来所した際に、別室にて
「映像化データ」を再生し、見てもらう。その間、職
員は執務室内で別の業務を行い、約30分後に利用者の
いる別室へ戻り、「映像化データ」の再生が終わって
いるか確認するとともに、制度の理解ができたか確認
する。質問等なく、制度の理解ができたようであれ
ば、制度説明完了とした。

・毎年約350世帯から保護申請があり、約30分の「医療扶助
のしおり」を使用した制度説明については全世帯必ず行う
ため、時間換算で年間約175時間の削減が実現され、その時
間分他の業務に時間を割くことができるようになった。
・経費面では、フリーソフトを使用したため、無償で取り
組みを実現できた。
・職員間で、制度説明の質が均一化された。

金賞

働
き
方
改
革

電話当番の設置
について

生活支援
課

曜日ごとに電話当
番を設置し、当番
の職員が受電対応
を行うようにする
とともに、既設の
受電回線の他に、
新たに2本の発信
専用回線を敷設
し、電話回線の混
雑具合を解消し
た。

曜日ごとの午前午後で分担して、輪番制で電話当番を
決める。基本的に当番の職員がその日の受電対応をす
るようにし、職員間での受電対応の偏りをなくすとと
もに、当番以外の日に電話対応によって、自身の業務
が中断されることがないようにした。また、課内に既
設の受電回線4本に加え、新たに2本の発信専用回線を
敷設。当該回線の敷設に際し、工事等は行わず、電話
に内蔵されている転送機能を使用して、発信専用回線
を敷設。緊急を要する事案があった際等に、電話回線
の混雑により、職員が発信できない状況を解消した。
さらに、これまで親機のみの設置であったため、一日
に何百件もの受電があると、機器がバッテリー切れと
なってしまい、当該機器は充電が完了するまでの間、
使用不可となっていたが、各親機に子機を設置し、親
機のバッテリーが切れても、引き続き子機の方で対応
ができるようにした。

・電話の転送機能を駆使して、発信専用回線の敷設を行っ
たため、工事費はかかっていない。
・一部の職員への業務過多がなくなった。
・課内でCW30名にアンケートを実施した結果、約80％のCW
が「業務中断が減少した」と回答。また約85％のCWが「電
話応対の負担が軽減した」と回答。大部分の課内職員が効
果を実感している。
・日々の業務で、平均2H/日・人の電話対応があったが、電
話当番設置により、当番以外の日はその対応時間が不要に
なり、他の業務に時間を割くことができるようになった。
・当番の日は、きちんと当番の職員間でコミュニケーショ
ンをとりながら連携し、受電対応が出来ない等、市民サー
ビスの低下にならないよう、適切な対応を心掛けた。
・各機器に子機を設置することで、親機のバッテリーが切
れても、子機で継続して電話対応が可能となった。

銀賞

働
き
方
改
革

本庁舎共用倉庫
の整理整頓

企画政策
課

職員課
総務課
管財課

環境事業
センター

働き方改革の一つ
の柱である「快適
な職場環境づく
り」のため、本庁
舎共用倉庫の一斉
整理を実施。

企画政策課、職員課、総務課、管財課の４課合同で本
庁舎内共用倉庫の使用状況（使用所属の数、不要物の
量、整理整頓後の空きスペースの再利用の可否等）を
チェック。全庁的に影響が大きい倉庫に限定し整理整
頓の優先順位を決定し、１０月から１月にかけて関係
所管にも協力をもらい、一斉整理及び清掃を実施。環
境事業センター協力のもと、一斉整理で出た大量の不
要物を搬出した。
整理により創出された空きスペース有効利用のため、
各倉庫使用所属を始めとする関係所管合同でラックを
購入し各倉庫に配置。倉庫不足により執務室や会議室
等に書類や物品を置かざるを得ない所管や、複数の倉
庫にまたがって保管している所管を中心に、各倉庫に
配置したラックを提供。

整理した共用倉庫数　　　７倉庫
搬出された不要物の総量　１０，３６５ｋｇ（約１０ｔ）
創出された空きスペース　１６．２㎥
（新ラック２７台分：１ラック収納量０．６㎥）
　　　　　　　　　　　　１０．５㎥
（既存ラック５台分：１ラック収容量２．１㎥）
　　　　　　　　　　　　計２６．７㎥
 ※１．５ℓペットボトル１７，８００本分

銅賞



平成３０年度「グッ平成30年度「グッジョブおだわら」における上位賞の結果と取組内容

部門 取組名 担当課 取組の概要 取組の内容 取組の効果 賞

フ
リ
ー

証明書郵便局交
付サービス開始
と支所等廃止

戸籍住民
課

民間事業者との業
務連携により、住
民窓口サービスの
利便性を確保し、
支所・連絡所等住
民窓口の機能や施
設の再編を行っ
た。

支所等の廃止に先立って、主な業務の一つである証明
書交付業務を代替するため、証明書郵便局交付サービ
スを開始した。同サービスは、郵便局員が対面で証明
書の請求の受付及び引渡しを行うため、支所等とほぼ
同様の手続きで証明書を取得することができることか
ら、廃止支所等の最寄りの郵便局10か所を取扱郵便局
に指定することで、地域住民の利便性を確保すること
ができた。
証明書郵便局交付サービス開始と支所等廃止について
は、すべての自治会連合会に説明を行い、複数回の市
民説明会を開催し、議会においても繰り返し説明し
た。要望を受けてその他の場でも説明を行うなど、地
域住民に御理解をいただくことを最も重視した。
これにより、支所等を廃止することができた。

施設管理経費、給与・賃金等を削減することができた。ま
た、支所等を存続した場合に必要となる建替え費を削減す
ることができた。
証明書交付業務を委託した日本郵便株式会社は、「お客様
本位の業務運営に関する基本指針」を定め、「ＣＳ向上へ
の取り組み」を継続しており、質の高い窓口対応が期待で
きる。
また、支所等窓口の主な業務の一つである届出業務を存続
窓口で集約して行うことで、より熟度の高い職員による御
案内ができる。

（平成30年度と平成31年度の予算額比較）
支所・連絡所等施設管理事業　9,757千円減
戸籍・住民基本台帳等管理事務の賃金　16,343千円減
戸籍住民基本台帳費の職員給与費　13,845千円減

証明書郵便局交付サービスの運用経費　9,282千円増
支所等を存続した場合に必要となる建替え費　約921,600千
円減（解体費99,800千円を含む）

グッ
ジョブ
大賞

フ
リ
ー

震災時における
避難所等の安全
確認

建築指導
課

震災時の際の応急
危険度判定に係る
民間建築団体との
協定締結及び、避
難所等安全確認
チェックシートの
作成による避難所
等安全確認の早期
実施策化

平成２９年１１月３０日に民間建築団体の神奈川県建
築士会小田原地方支部及び神奈川県建築士事務所協会
県西支部と「大規模災害時における応急危険度判定士
の派遣に関する協定」を締結した。この協定では、震
災直後に民間の判定士があらかじめ指定された広域避
難所に自動参集し判定を行う内容となっている。
加えて、平成３０年１０月２５日の小田原市いっせい
防災訓練の中で、芦子小学校おいてこの協定に関する
実務的な訓練を行った。
しかしながら、協定を持ってしても速やかに判定活動
が行えない場合も想定されるため、内閣府（防災担
当）より示された指針を基に、「避難所等安全確認
チェックシート」を作成し、避難所の管理者等が自ら
避難所の重要箇所を確認して安全性の判断を行えるも
のとした。
内容はポイントを整理し、事例写真を多く掲載する
等、誰にでもわかりやすいものを心掛けた。

民間建築団体との協定により、民間建築団体の応急危険度
判定士があらかじめ指定された広域避難所に自動参集する
ことで、速やかに判定活動を実施出来るようになった結
果、より迅速に避難所を開設することが出来るよう市内２
５カ所の避難所（小学校）へ説明を行った。これにより避
難してきた市民等の早期受入が可能となった。
また、避難所等安全確認チェックシートを作成したこと
で、応急危険度判定活動がどうしても待てない時に応急危
険度判定ほどの精度はないものの、一定の信頼度の下で避
難所の管理者等の方々が自ら広域避難所の安全性の判定を
行うことが出来るようになり、協定だけではカバーしきれ
なかった部分を補うことができるようになった。これによ
り更なる市民等の安全確保に繋がることとなった。

金賞

フ
リ
ー

コンビニ交付・
かんたん窓口
サービス

戸籍住民
課

平成３１年１月１
５日から、住民票
の写し等の証明書
をマイナンバー
カードを利用する
ことで取得できる
「コンビニ交付
サービス」と「か
んたん窓口サービ
ス」を開始した。

支所等が平成３１年３月１６日に廃止されることが決
定し、支所等の主な業務の一つである証明書交付業務
を代替のうえ、住民窓口サービスの更なる利便性向上
を図るため、廃止に先立ち証明書コンビニ交付サービ
スを開始した。
同サービスは、全国のコンビニエンスストア等に設置
してあるマルチコピー機でマイナンバーカードを利用
して、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部・
個人事項証明書、戸籍の附票の写し、市県民税の課
税・非課税証明書の５種類の証明書を取得できるサー
ビスである。
また、継続する５つの窓口でマイナンバーカード所持
者が便利に証明書の取得できるようにするために、同
サービス使用時とほぼ同じ操作方法で利用できるかん
たん窓口サービスを開始した。

【サービス面】
サービス時間の延長（年末年始を除く午前６時３０分～午
後１１時）やサービス提供箇所数の増加（全国約５４，０
００店舗）により、市民の利便性向上を図ることができ
た。
また、窓口では証明書請求用紙に記載し窓口へ提出・本人
確認後、交付まで平均で７分程度要しているが、両サービ
ス共に平均３分程度で証明書の交付に至る。
【利用状況】（平成３１年１月１５日～３１日）
コンビニ交付：１００人／１２３通、かんたん窓口：３３
人／４５通
コンビニ交付サービス利用者のうち、窓口営業時間外の利
用は４８％、土日の利用は１７％、市外コンビニの利用は
２４％であった。
【経費面】
国の特別交付税措置対象期間内（平成３１年度まで）に
サービスを導入したため、導入・運用保守経費（３年分）
８３，２１６千円のうち、４１，６０８千円（対象経費の
１/２、上限６０，０００千円）が特別交付税算定対象経費
見込みである。

銀賞

フ
リ
ー

水と農の地産地
消コラボ！
旬の地魚と小田
原いちばやさい
を使った料理教
室

水産海浜
課

農政課

小田原漁港に水揚
げされた「旬の地
魚」とブランド野
菜の「小田原いち
ばやさい」を使っ
た料理教室を開催
し、双方の認知度
向上、魚・野菜の
消費拡大、地産地
消の促進を図る。

水産海浜課と農政課が協力し、小田原の魚と野菜を、
もっと「知って」「買って」「食べてもらおう」とい
う目的のもと、「旬の地魚と小田原いちばやさいを
使った料理教室」と題した料理教室を開催した。（平
成３０年度は２回開催）

【開催準備】
・開催時に旬となる地魚及び野菜の種類を、両課で確
認。
・講師である小田原さかな普及の会に、旬の食材を
使った調理レシピの考案を依頼。
・参加募集は3週間前から開始し、募集案内を市広報
紙、市ＨＰ等に掲載するほか、市内スーパーや飲食店
等にチラシを配架。
【当日】
・朝獲れの地魚と、青果市場に出荷された小田原いち
ばやさいを含む野菜を運搬。
・水産海浜課は、カマスの骨抜き体験や魚の捌き方を
指導し、魚食普及の推進を行うとともに、小田原の魚
の価値を周知する。
・農政課は、小田原いちばやさいのＰＲ、使用する野
菜の産地や栄養素等の説明を行い、野菜の消費拡大に
努める。

・小田原の地魚と小田原いちばやさいを共に盛り上げ、一
度のイベントで双方のＰＲができる効率の良い取組となっ
た。また、それぞれの取組をＰＲしあう体制・関係づくり
を構築することができた。
・両課の横の繋がりだけでなく、この取組の主旨に賛同し
た民間会社(きのこメーカー)と協力体制を築くことがで
き、きのこ講座等の特別イベントの実施に繋がった。
・農政課から野菜を提供することにより、水産海浜課の経
費削減に繋がった。H30年度における削減額については、野
菜購入費用5,000円(過去の実績平均)×2回＝10,000円であ
り、この削減分を、地域団体が開催している他の料理教室
への鮮魚提供代に回す等、有効活用ができるようになっ
た。
・内容がより充実したものとなったため、参加者が増え
た。(取組前9/1(土)14名→取組後2/2(土)23名)
・参加者には常連客も多いが、大変満足する内容になった
等の意見があった。

銅賞


